
 

 

   平成 29年度 南知多町環境共育推進事業 募集要項 
 

１ 募集の目的 

  南知多町環境課では、2014 年 11 月に愛知県名古屋市で開催された「持続可能な開発のための教育

（ESD）に関するユネスコ世界会議」の理念に則り、持続可能な社会を支える「人づくり 人の輪づく

り」を目的とした環境共育（共に育つ）推進事業を実施します。この事業は、住民同士の輪をひろげ、

住民一人ひとりが自ら考え行動し、協働し、世代間の垣根を越えて「共に学び 育ちあう」ことを目

的としています。この事業で募集する分野（ﾃｰﾏ）は、「環境」に関すること全般です。住民一人ひと

りがさまざまな環境問題を自分のこととして受け止め、共に学び、育ちあうための環境共育推進事業

へのご提案、ご応募をお待ちしております。（※この事業の選定・決定は先着順ではありません。） 

 

２ 募集の講座 

(1)講座内容 

分野（テーマ） 
「環境」に関する幅広い分野（身近な環境から地球環境までが対象） 

※子どもから大人までの幅広い年齢層が参加できるものであること。 

受講対象者 
南知多町内に在住／在勤／活動中の方をはじめ、「環境」に関心がある方 

（子どもから大人まで） 

講座開催場所 南知多町内及びその周辺（屋外・屋内を問いません。） 

開催期間 平成 29年 5月 1日～平成 30年 3月 31日 

講座形態 

◎講座参考例 

 ○野外体験：自然観察会、農業体験、収穫体験、漁業体験、里山整備など 

 ○施設体験：メガソーラー発電施設、リサイクル施設、エコ工場の見学など 

 ○屋内実習：エコに関する教室、生物多様性を学ぶ会、ごみの３Ｒ教室など 

  ☆皆さんのノウハウを「講師」として是非活かしてください！ 

講座回数 基本は１講座につき１回とする。(複数回でも可) 

講座時間 １講座につき 120分～180分を基本とする。 

定員 
１講座につき受講者 20名以上を基本とする。 

※できるだけ多くの方に参加してもらえる内容の企画をお願いいたします。 

 

３ 応募要件 

 以下の要件をすべて満たす応募者 

 (1) 環境共育推進事業の目的に賛同し、持続可能な社会を支える「人づくり 人の輪づくり」のため

のパートナーになっていただくこと。 

 (2) 住民の自主的な参加による、自発的で営利を目的としない公益性を有する活動を行っていること。 

  ・住民団体は、法人格の有無は問いません。 

  ・複数の住民団体等がグループで応募することも可能です。ただし、その場合は責任主体を明確に

すること。 

 (3) 過去１年以上にわたり継続して活動に取組んでおり、企画立案から実施まで主体的に取り組むこ

とができる団体、個人であること。活動経験が１年に満たない場合はご相談ください。 

 (4) 政治活動や宗教活動、営利活動を目的としないこと。また、特定の商品の宣伝活動、PRの場でな

いこと。 

 (5) 特定の国、団体、個人、企業等に対し、違法・不当な誹謗、中傷を行わないこと。 

 (6) 環境課職員が事業実施に際しに立ち会うことができる内容であること。



 

 

４ 応募方法及び選考結果の通知 

 (1) 事業の選考・決定 

  応募いただいた内容について、内部で選考したのち、環境共育推進事業として決定いたします。 

 (2) 募集期間  平成 29年 4月 1日～平成 29年 4月 30日（選考の結果、2次募集をする場合があり

ます。） 

 (3) 委託金額  １事業 50,000円（計５事業） 

 (4) 提出書類 

  以下、4 点の書類を提出ください。様式 1、様式 2 及び様式 3 については、南知多町公式ホームペ

ージ（暮らしの情報-住まいと暮らし-環境衛生・保全）からダウンロードしてください。平成 29年 4

月上旬頃から南知多町公式ホームページに掲載予定です。ご希望があれば様式 1～3をメールにて送

付いたします。環境課窓口でも受け付けます。 

  ①様式１（南知多町環境共育推進事業 申請書） 

  ②様式２（南知多町環境共育推進事業 企画書） 

  ③様式３（収支予算書） 

  ④企画内容をアピールする説明文、写真データ等（様式不問） 

 (5) 提出方法  

  ①電子メールでの提出  E-mail：kankyo@town.minamichita.lg.jp 

②役場環境課窓口への提出   

 (6) 選考結果の通知は、結果に関わらず、全ての応募者にご連絡いたします。 

 

５ 募集から講座実施、事業完了までの主な流れ 

・町広報及び公式ホームページ等により講座実施者を 

平成 29年 4月 1日から募集開始します。 

 

・申請書類を提出していただき、内部選考にて選定事 

業を決定いたします。 

 

・選考結果の通知については、結果に関わらず応募者 

すべてにご連絡いたします。 

 

・環境共育推進事業として事業選定された事業につい 

ては、町と委託契約を締結していただきます。 

 

・町公式ホームページ等で受講者を募集します。定員 

が多数の場合は抽選とし、定員に達しない場合は、 

追加募集をします。 

・講座実施者には、講座の準備と環境課との打合せ等 

を行なっていただきます。 

 

・実際に環境共育講座を実施していただきます。環境 

課職員もお手伝いいたします。 

 

・実績報告書を提出していただき、委託料をお支払い 

いたします。 

募集開始（4月1日から） 

申請書類の提出及び内部選考 

選考結果の通知（5月上旬） 

委託契約締結 

受講者の募集 

講座の準備・打合せ等 

共育講座開設・終了 

実績報告書提出・委託料の支払い 



 

 

６ 選考 

 (1) 選考の方法 

  役場環境課による書類審査を実施し、講座を選考いたします。なお、審査の内容詳細につきまして

は公表いたしません。 

(2) 選考基準 

項目 内容 

企画 

・環境共育（共に育つ）推進事業のテーマに適合するか 

・講座の目的を達成するための組み立てや対象者が適切か 

・講座終了後の受講生が何を考え、何を成果として持ち帰ってもらうか、狙いは明

確か 

協働・共育 
・住民の協働・共育につながる事業内容となっているか 

・環境共育（共に育つ）推進事業の目的と合致し、協働できる内容かどうか 

工夫 

・新しさや受講生をひきつける工夫がなされている事業であるかどうか 

・ニーズがある事業であるかどうか 

・楽しく学べる、興味をもって参加できる内容か 

  ※決定にあたり、講座内容の修正、一定の条件をご相談させていただく場合があります。 

  ※審査後に講座内容を大きく変更される場合などは、必ず事前に環境課へご相談ください。守って

いただけない場合、決定を取り消す場合があります。 

 (3) 選考結果 

  結果通知は平成 29 年 5 月上旬を予定しています。結果に関わらず、すべての応募者にご連絡差し

上げます。 

 (4) その他 

  ・提出書類を電子メールで受信した場合は、必ず受領の返信メールを送信します。送信後、３日以

内に返信がない場合はお手数ですが、環境課までご連絡ください。 

  ・採用が決定した場合、提出された写真は申請書の内容とともに、町の施策やそれぞれの講座のＰ

Ｒ用に使用させていただく場合があります。 

  ・応募に伴う費用は、応募者の負担とします。 

  ・提出書類は返還致しません。必要があれば必ず控えをお取りください。 

 

 


